
クーリングシェルターとして 

開放できる施設を募集します！

熱中症から生命と健康を守るため

手続き詳細については HP を御参照ください。 

URL: https://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/12/40802.html

〇クーリングシェルター施設に必要な要件 

　①適温を維持するための冷房設備があること 

　②受入可能人数が休憩するために、滞在に適当な場所があること 

　③熱中症発生の恐れがある時期（概ね５～10 月）において、 

対応可能な日時に施設開放ができること

玉野市では、熱中症による健康被害を防止するため、「熱中症特別警

戒アラート」発表時に誰でも気軽に暑さをしのぎ、休憩できる場所

（クーリングシェルター）を公共施設と民間施設にて設置を進めてい

ます。 

熱中症対策にご協力いただける市内施設がありましたら、下記連絡先

へ申込みをよろしくお願いいたします。

問い合わせ先 

玉野市環境保全課　　　〒706-8510　玉野市宇野 1 丁目 27 番 1 号 

℡：0863-32-5520　　Mail：kankyou@city.tamano.lg.jp


